
​○ジェネリック医薬品に関するお知らせを送付します！​
​　令和７年４月から６月までの間に、アレルギー関連３薬効を使用した組合員又は被扶養者及び令​
​和７年７月から９月までの間に病院を受診し調剤を受けた組合員又は被扶養者のうち、ジェネリッ​
​ク医薬品に切り替えるとお薬代（自己負担額）が300円以上節減できると見込まれる方にお知らせを​
​送付します。​

​お知らせは組合員の登録住所宛て、令和８年３月下旬に送付予定です。​
​　なお、今回お知らせが送付されない方も、ジェネリック医薬品への切り替えでお薬代が節約でき​
​ますので、ぜひご検討ください。​
​　​


